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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネットワーク（６０）と、
各々が前記ネットワーク（６０）上でそれぞれのノードとして通信を行うことのできる複
数の自律的イメージャ・サブシステム（３０）と、
各々が前記ネットワーク（６０）上でそれぞれのノードとして通信を行うことのできる複
数の自律的検出器サブシステ（３２）と、
前記ネットワーク（６０）上でノードとして通信を行うことのできるアプリケーション・
サーバ（６２）であって、遂行すべきアプリケーション（１７２）に基づいて前記複数の
自律的イメージャ・サブシステム（３０）及び前記複数の自律的検出器サブシステム（３
２）からイメージャ及び検出器の組合せを生成するルーチンを記憶し実行するアプリケー
ション・サーバ（６２）と、
を有し、
イメージャ及び検出器の組合せを生成する前記ルーチンは、各イメージャ・サブシステム
（３０）の動作パラメータ、機能的状態又は保守履歴の内の１つ以上を決定するために前
記複数の自律的イメージャ・サブシステム（３０）と通信する、
イメージング管理システム。
【請求項２】
ネットワーク（６０）と、
各々が前記ネットワーク（６０）上でノードとして通信を行うことのできる複数の自律的



(2) JP 5671271 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

イメージャ・サブシステム（３０）と、
各々が前記ネットワーク（６０）上でノードとして通信を行うことのできる複数の自律的
検出器サブシステ（３２）と、
前記ネットワーク（６０）上でノードとして通信を行うことのできるアプリケーション・
サーバ（６２）であって、前記複数の自律的イメージャ・サブシステム（３０）及び前記
複数の自律的検出器サブシステム（３２）からのイメージャ及び検出器の異なる組合せの
ための利用可能なアプリケーション（１７２）を決定して指示するルーチンを記憶し実行
するアプリケーション・サーバ（６２）と、
を有し、
前記アプリケーション・サーバ（６２）は、イメージャ及び検出器の異なる組合せのため
の利用可能なアプリケーション（１７２）のリストを生成するルーチンを記憶し実行する
、
イメージング管理システム。
【請求項３】
ネットワーク（６０）と、
各々が前記ネットワーク（６０）上でノードとして通信を行うことのできる複数の自律的
イメージャ・サブシステム（３０）と、
各々が前記ネットワーク（６０）上でノードとして通信を行うことのできる複数の自律的
検出器サブシステ（３２）と、
前記ネットワーク（６０）上でノードとして通信を行うことのできるアプリケーション・
サーバ（６２）であって、前記複数の自律的イメージャ・サブシステム（３０）及び前記
複数の自律的検出器サブシステム（３２）からのイメージャ及び検出器の異なる組合せの
ための利用可能なアプリケーション（１７２）を決定して指示するルーチンを記憶し実行
するアプリケーション・サーバ（６２）と、
を有し、
イメージャ及び検出器の異なる組合せのための利用可能なアプリケーション（１７２）を
決定して指示する前記ルーチンは、オペレータによって指定されたイメージャ及び／又は
検出器のための利用可能なアプリケーションを決定する、イメージング管理システム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に云えば、ディジタル・イメージング・システムに関するものであり
、特に、モジュール式イメージング・システムの管理に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　様々な設計の多種類の放射線イメージング・システムが知られていて、現在使用されて
いる。これらのシステムの内の或るものは、関心のある対象物へ向けられるＸ線の発生に
基づいている。Ｘ線は対象物を横切って、フィルム又はディジタル検出器に衝突する。例
えば、医学的診断分野では、このようなシステムは、内部組織を視覚化して、患者の病気
を診断するために用いることができる。他の分野では、部品、手荷物、小包及び他の対象
物を、それらの内容を評価するために及び他の目的のためにイメージングすることができ
る。
【０００３】
　現在のイメージング・サブシステムは、典型的には、Ｘ線発生及び成形のための特有の
構成要素（例えば、イメージャ構成要素）及びＸ線検出のための構成要素を含み、これら
の構成要素は相互に機能するように構成されている。すなわち、検出器は、一般に、関連
した適合性のあるイメージャ・サブシステムが存在しないと機能することができない。同
様に、イメージャ・サブシステムは、典型的には、関連した適合性のある検出器がないと
機能しない。結果として、たとえ検出器及び対応するイメージャ・サブシステムが構造的
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に取り付けられない場合でも、所与の検出器及び／又はイメージャ・サブシステムは一緒
に使用するのが制限されることがある。
【０００４】
　また更に、イメージャ・サブシステム及び検出器の能力及び／又はプロパティに基づい
てイメージング・システムについて特別なイメージング・アプリケーションを有効にする
ことができる。従って、イメージャ・サブシステム及び検出器の特別な組合せが、特定の
アプリケーション、例えばイメージング・プロトコル、検査などに適していることがある
。従って、このようなアプリケーションは、所与の検出器及びイメージャ・サブシステム
について固定されている、すなわち、変わらないことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７５９９５７９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、所与の検出器及びイメージャ・サブシステムについてどのようなアプリケーシ
ョンを遂行することができるかを知ることが必要であると、これにより、所与のイメージ
ャ・サブシステムに対する検出器の使用法が制限されるようになることがある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下に、「特許請求の範囲」に記載された発明の範囲に相応する特定の様々な面につい
て記載する。これらの面が本発明の取り得る形態についての概要を読者に提供しようとす
るに過ぎず、またこれらの面が発明の範囲を限定しようとするものではないことを理解さ
れたい。実際には、本発明は、以下に述べることのできなかった様々な面を包含すること
ができる。
【０００８】
　本発明の幾つかの実施形態は、一般に、イメージング管理システムに関係することがで
きる。イメージング管理システムは、ネットワークと、各々が該ネットワーク上でノード
(node)として通信を行うことのできる複数の自律的イメージャ・サブシステムとを含むこ
とができる。イメージング管理システムはまた、各々が前記ネットワーク上でノードとし
て通信を行うことのできる複数の自律的検出器サブシステを含むことができる。更に、イ
メージング管理システムはまた、前記ネットワーク上でノードとして通信を行うことので
きるアプリケーション・サーバを含むことができる。アプリケーション・サーバは、遂行
すべきアプリケーションに基づいて複数の自律的イメージャ・サブシステム及び複数の自
律的検出器サブシステムからイメージャ及び検出器の組合せを生成するルーチンを記憶し
実行する。
【０００９】
　別の実施形態では、イメージング管理システムを提供する。イメージング管理システム
は、ネットワークと、各々が該ネットワーク上でノードとして通信を行うことのできる複
数の自律的イメージャ・サブシステムとを含むことができる。イメージング管理システム
はまた、各々が前記ネットワーク上でノードとして通信を行うことのできる複数の自律的
検出器サブシステを含むことができる。更に、イメージング管理システムはまた、前記ネ
ットワーク上でノードとして通信を行うことのできるアプリケーション・サーバを含むこ
とができる。アプリケーション・サーバは、複数の自律的イメージャ・サブシステム及び
複数の自律的検出器サブシステムからのイメージャ及び検出器の異なる組合せについての
利用可能なアプリケーションを決定して表示するルーチンを記憶し実行する。
【００１０】
　更に別の実施形態では、検出器の性能を監視するための方法を提供する。この方法によ
れば、自律的無線検出器の動作状態を決定するために１つ又は複数のルーチンを実行する
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。自律的無線検出器と無線通信関係にある装置が、自律的無線検出器の動作状態について
通知される。
【００１１】
　前に述べた特徴の様々な改良が本発明の様々な面に関連して存在することがある。これ
らの様々な面には更に別の特徴を取り入れることもできる。これらの改良及び追加の特徴
は個々に又は任意の組合せで存在することができる。例えば、例示の実施形態の内の１つ
又は複数の実施形態に関連して以下に説明する様々な特徴は、本発明の上述した面のいず
れかに単独で又は任意の組合せで取り入れることができる。再び述べると、上述の本発明
の概要は、特許請求の範囲を制限することなく本発明の或る特定の面及び背景を読者に理
解し易くすることのみ意図したものである。
【００１２】
　本発明のこれらの及び他の特徴、面及び利点は、添付図面を参照した以下の詳しい説明
を読むことによってより良く理解されよう。図面では、全図を通じて同様な部分を同様な
参照符号で表している。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明技術を利用することのできる一実施形態のディジタルＸ線イメー
ジング・システムの概略図である。
【図２】図２は、一実施形態に従った図１のディジタルＸ線イメージング・システムの斜
視図である。
【図３】図３は、一実施形態に従ったノードとして自律的検出器サブシステム及び自律的
イメージャ・サブシステムを持つネットワーク環境のブロック図である。
【図４】図４は、一実施形態に従った検出器サブシステム、イメージャ・サブシステム及
びアプリケーション・サーバの構成要素のブロック図である。
【図５】図５は、一実施形態に従った検出器及びイメージャ・サブシステムの対のための
利用可能なアプリケーションを識別するに遂行することのできる行為を示す流れ図である
。
【図６】図６は、一実施形態に従った適切な検出器及びイメージャ・サブシステムの対を
識別する際に遂行することのできる行為を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に本発明の１つ以上の特定の実施形態を記述する。これらの実施形態の説明を簡潔
にするために、実際の具現化手段の全ての特徴を本明細書で記述することはできない。こ
こで、任意の工業又は設計計画におけるように、任意のこのような実際の具現化手段の開
発において、開発者の特定の目標を達成するために、具現化手段によって変わり得るシス
テム関連及び事業関連の制約の順守のような多数の具現化手段特有の決定を行わなければ
ならないことを理解されたい。また更に、このような開発努力は、複雑で時間がかかるこ
とがあるが、それにも拘わらず、この開示内容を利用する通常の技術者にとって設計、製
作及び製造についての日常的な仕事であることを理解されたい。
【００１５】
　本発明の様々な実施形態の要素を導入するとき、数を明記しないで記載した要素及び「
前記」と付した要素は、１つ以上の要素があることを意味するものとする。また用語「有
する」、「含む」及び「持つ」は、排他的なものではなく、列挙した要素以外の追加の要
素が存在し得ることを意味するものとする。また更に、ここで開示する技術の様々な面又
は実施形態の特定の例について「模範的」と云う用語を用いることがあるが、それらの例
が本質的に例示的なものであること、また開示する一面又は一実施形態に関して何らかの
優先性又は必要条件を表すために用語「模範的」を用いるものではないことが理解されよ
う。更に、「頂部」、「底部」、「上方」、「下方」のような位置に関する用語、及びこ
のような用語の変形が便宜のために使用されるが、記述する構成要素についてどのような
特定の配向も必要とされない。
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【００１６】
　次に図面について説明すると、図１は、離散的な画素画像データを取得して処理するた
めのイメージング・システム１０を例示する概略図である。図示の実施形態では、イメー
ジング・システム１０は、本発明技術に従って、最初の画像データを取得し且つ該画像デ
ータを表示のために処理するように設計されたディジタルＸ線システムである。図１に示
された実施形態では、イメージング・システム１０は、コリメータ１４に隣接して配置さ
れたＸ線源１２を含む。コリメータ１４は、放射線流１６を、患者１８のような被検体又
は対象物が配置される領域に通過させることができる。特定の実施形態では、Ｘ線を濾過
するためにフィルタを設けることもできる。放射線２０の一部分が被検体の中及び周りの
通過して、全体を参照数字２２で表したディジタルＸ線検出器に衝突する。当業者に理解
されるように、検出器２２は、その表面上に受けたＸ線光子を相対的に低いエネルギの光
子に変換し、次いで電気信号に変換することができる。電気信号は、収集されて、被検体
内の特徴部の画像を再構成するように処理される。
【００１７】
　放射線源１２は電力供給／制御回路２４によって制御され、電力供給／制御回路２４は
検査シーケンスのために電力及び制御信号の両方を供給する。検出器２２は検出器制御装
置２６に通信結合され、検出器制御装置２６は、検出器２２で発生された信号の取得を指
令する。ここに例示する実施形態では、検出器２２は、任意の適当な有線又は無線通信規
格を用いて、検出器制御装置２６と通信することができる。或る特定の実施形態では、検
出器制御装置２６の機能の幾分か又は全ては、検出器２２をも収容する構造内に一体化す
ることができる。すなわち、検出器制御装置２６及び検出器２２を単一の装置として設け
ることができる。検出器制御装置２６は、幾つかの機能の中で特に、ダイナミックレンジ
の初期調節、ディジタル画像データのインターリーブなどのために、様々な信号処理及び
フィルタリング機能を実行することができる。
【００１８】
　図示の実施形態では、電力供給／制御回路２４及び検出器制御装置２６はシステム制御
装置２８と通信し且つシステム制御装置２８からの信号に応答することができる。一般に
、システム制御装置２８は、検査プロトコルを実行し且つ取得された画像データを処理す
るようにイメージング・システムの動作を指令する。これに関連して、システム制御装置
２８はまた、（典型的には、プログラム式汎用又は特定用途向けディジタル・コンピュー
タに基づいた）信号処理回路と、様々な機能を実施するようにコンピュータの処理装置に
よって実行されるパラメータ及びルーチンを記憶するため、並びに構成設定パラメータ及
び画像データなどを記憶するための（光記憶装置、磁気記憶装置又は半導体記憶装置のよ
うな）関連製品を含む。
【００１９】
　一実施形態では、イメージング・システム１０の種々の構成要素を自律的で分離可能な
サブシステムとして設けることができる。例えば、線源１２、コリメータ１４及び／又は
電力供給／制御回路２４の幾つか又は全てを、イメージャ・サブシステム３０として設け
ることができる。同様に、検出器２２は自律的で分離可能な検出器サブシステム３２とし
て設けることができる。図示の実施形態では、自律的検出器サブシステム３２は、検出器
２２と一体に設けることのできる検出器制御装置２６を含む。他の実施形態では、検出器
制御装置２６は、検出器２２とは別々に（例えば、下流側ワークステーション又はサーバ
上に、或いは後で述べるようにシステム制御装置２８の一部として）設けることができ、
或いは、検出器制御装置２６の幾つかの面が検出器２２上に設けられ且つ他の面が下流に
設けられるように分散させることができる。この態様では、自律的イメージャ・サブシス
テム３０又は自律的検出器サブシステム３２のいずれかは、ダイナミック・イメージング
環境において同じ又は異なる能力を持つ異なる線源又は検出器サブシステムと交換するこ
とができる。
【００２０】
　図示の実施形態では、システム制御装置２８はイメージャ・サブシステム３０の一部で
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あるとして示されている。しかしながら、他の実施形態では、システム制御装置２８は、
独立の構成要素又はサブシステムとすることができ、或いは検出器サブシステム３２の一
部とすることができる。他の実施形態では、システム制御装置２８の機能、ハードウエア
及び／又はソフトウエアを分散させて、システム制御装置２８の相異なるハードウエア、
ソフトウエア及びファームウエア部分が、イメージャ・サブシステム３０、検出器サブシ
ステム３２及び／又は別個の異なる制御サブシステムの間で適切に分散配置されるように
することができる。この態様では、イメージング・システム１０の線源、検出及び／又は
制御機能は、完全に又は部分的に自律的なサブシステムによって提供することができ、そ
れらのサブシステムは、モジュール式構成要素として取り扱うことができる。すなわち、
１つの検出器サブシステム３２又はイメージャ・サブシステム３０を別のものと交換して
、異なるそれぞれの検出又はＸ線源機能を提供するようにすることができる。
【００２１】
　本書で用いるときの用語「自律的」とは、システム又はサブシステムが、イメージング
・システム１０の相補的なサブシステムと接続され又は関連付けされていないときでも通
信能力を持っていることを表す。例えば、「自律的検出器サブシステム」とは、検出シス
テムが、イメージャ・サブシステム１０と接続され又は関連付けされていないときでも、
サーバのようなネットワークとの通信能力を持っていることを表す。更に、一実施形態で
は、自律的検出器サブシステム３２は、自律的イメージャ・サブシステム３０と関連付け
されているときでも、（例えば、自律的イメージャ・サブシステム３０又は第２のネット
ワークとの）通信能力を備えることができる。
【００２２】
　別の言い方をすると、自律的システム構成要素は、そのシステム設計、システム具現化
、アプリケーション展開及び／はサービスに関して独立に動作可能にすることができる。
このような自律的構成要素は、２つ以上の他の相補的な又は対応する自律的構成要素と共
に使用するように構成し且つそれらと共に使用可能にすることができる。そのため、一実
施形態では、主要な構成要素（例えば、自律的イメージャ・サブシステム３０及び自律的
検出器サブシステム３２）の各々は、ネットワーク環境内で自律的実在物として動作する
ネットワーク・ノードと見なすことができる。このような環境では、イメージング・シス
テム１０を形成する際に、（同じ又は異なる能力及び／又は大きさなどを持つ同一又は異
なる製造販売者からのような）相異なる種類の自律的イメージャ及び／又は検出器サブシ
ステムを様々な組合せで用いることができる。
【００２３】
　図１に示した実施形態では、システム制御装置２８は、参照数字３４で示されている表
示装置又はプリンタのような少なくとも１つの出力装置に結合されている。出力装置は、
標準的な又は特殊な目的のコンピュータ・モニタ及び関連の処理回路を含むことができる
。更に、システム・パラメータを出力し、検査を要求し、画像を観察すること等のために
、１つ以上のオペレータ・ワークステーション３６又はサーバをシステム内に結合するこ
とができる。一般に、システム内に設けられる表示装置、プリンタ、ワークステーション
及び同様な装置は、データ取得用構成要素の存在する場所に設けることができ、或いはこ
れらの構成要素から遠隔の所に、例えば、施設又は病院内の他の場所や全く異なる場所に
設けて、１つ以上の構成可能なネットワーク（例えば、インターネット、仮想プライベー
ト・ネットワークなど）を介して画像取得システムに結合することができる。
【００２４】
　更に別の例として、イメージング・システム１０の斜視図を図２に示す。イメージング
・システム１０は、患者１８及び検出器２２に対してＸ線管のような放射線源１２を位置
決めするために、オーバーヘッド管支持アーム４２の形態の位置決め用構成要素を含む。
他の実施形態では、様々な角度位置で放射線源１２を作動できるようにするために、放射
線源１２はＣ形アーム又は他の回転構造上に設けることができる。例えば、その一実施形
態では、Ｃ形アーム又は他の回転構造は、限られた角度範囲（例えば、２０°、４５°、
９０°又は１２０°）にわたって、又は１８０°の回転にわたって、又は３６０°の回転
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にわたって放射線源の作動を可能にすることができる。このような実施形態は、（データ
取得が限られた角度範囲にわたって離散的な画像を取得することを必要とするような）ト
モシンセシス用途に、又はＣ形アーム血管造影に有用であろう。そこで、図示の実施形態
では、自律的イメージャ・サブシステム３０は、線源１２を含むことができ、また（アー
ム４２又はＣ形アームのような）位置決めサブシステム、電力供給／制御回路、及び／又
は（線源１２の一部として、或いは線源１２と通信するワークステーション３６又はサー
バの一部として設けることができるような）システム制御回路を含んでいていも含んでい
なくてもよい。特定の実施形態では、線源１２及び／又はイメージャ・サブシステム３０
は、有線接続（例えば、イーサーネット・ケーブル）を介して又は無線接続（例えば、無
線トランシーバ）を介して（例えば、ワークステーション３６から）命令を受け取ること
ができる。ここで、このような無線トランシーバが任意の適当な無線通信プロトコル、例
えば、超広帯域（ＵＷＢ）通信規格、ブルートゥース通信規格又は任意の８０２．１１通
信規格を利用することができることに留意されたい。
【００２５】
　図示のイメージング・システム１０は、線源１２から自律的に動作することのできる可
搬型ディジタル検出器２２を含む。図示の実施形態では、ディジタル検出器２２は、本書
で説明されるように、検出器サブシステム３２の一部又は全てである。様々な実施形態で
は、検出器２２は再充電可能な蓄電池（これは取外し可能であってもなくてもよい）から
給電することができ、また無線接続を介して（例えば、適当な無線通信プロトコルを利用
する無線トランシーバを介して）データを伝送することができる。この代わりに、他の実
施形態では、検出器２２は、ワイヤ又はケーブル、すなわちテザー(tether)を介して、電
力を受け取り及び／又はデータを伝送することができる。テザーが検出器２２に電力を供
給し且つ検出器２２からデータ伝送を行う実施形態では、ケーブルは電力及びデータのた
めのそれぞれの導体を含むことができる。
【００２６】
　ディジタル検出器２２はまた、１つ以上の処理装置構成要素を含むことができ、並びに
／或いは取得された画像データ及び／又は１つ以上の処理用構成要素によって実行すべき
プログラム、ルーチン又はプロトコルを記憶することのできる記憶装置を含むことができ
る。例えば、様々な実施形態では、記憶装置は、光記憶装置、磁気記憶装置又は固体記憶
装置を含むことができる。更に、少なくとも１つの実施形態では、記憶装置は、フラッシ
ュ・メモリのような非揮発性記憶装置とすることができる。一実施形態では、検出器２２
内に配置された処理用構成要素は、検出器２２内に記憶されたルーチンを実行することが
でき、それらのルーチンは検出器制御装置２６の機能の幾分か又は全てを提供する。
【００２７】
　また、図２には、イメージング・システム１０の自律的イメージャ・サブシステム３０
及び自律的検出器サブシステム３２の一方又は両方と通信することができるワークステー
ション３６及び表示装置３４も示されている。一実施形態では、ワークステーション３６
は、ユーザーがワークステーション３６と相互作用することによって線源１２及び検出器
２２の動作を制御することができるように、システム制御装置２８の機能を含む又は提供
することができる。他の実施形態では、システム制御装置２８の様々な機能は、システム
制御装置２８の幾分かの機能がワークステーション３６で遂行され、且つ他の機能がイメ
ージャ・サブシステム３０及び／又は検出器サブシステム３２の１つ以上によって遂行さ
れるように、分散させることができる。一実施形態では、ワークステーション３６は、病
院情報システム（ＨＩＳ）、放射線医学情報システム（ＲＩＳ）及び／又は画像保管通信
システム（ＰＡＣＳ）のようなネットワーク上の命令及びコンテンツのサーバとして機能
するように構成することができる。このような実施形態では、ワークステーション３６は
サーバと見なすことができ、或いはワークステーション３６が１つ以上のサーバ装置又は
アプリケーションの機能を提供することができるように、１つ以上の仮想サーバ（すなわ
ち、サーバ・ルーチン又はアプリケーション）をワークステーション３６で実行すること
ができる。例えば、ワークステーション３６は、ワークステーション３６の処理用構成要
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素によって実行されたときに本書で説明するアプリケーション・サーバを構成するような
サーバ・ルーチンを記憶するメモリ（例えば、光記憶装置、磁気記憶装置又は半導体記憶
装置）を含むことができる。
【００２８】
　一実施形態では、イメージング・システム１０は、画像取得を容易にするために患者テ
ーブル４４及び壁スタンド４８の一方又は両方と共に使用することができる。具体的に述
べると、テーブル４４及び壁スタンド４８は、１つ以上のディジタル検出器２２を受け入
れるように構成することができる。例えば、ディジタル検出器２２はテーブル４４の上面
上に配置することができ、また患者１８（より詳しく述べると、患者１８の関心のある解
剖学的構造）を検出器２２と放射線源１２との間でテーブル４４上に位置決めすることが
できる。幾つかの他の例では、検出器２２をテーブル４４の上面及び患者１８の下方のス
ロット４６の中に位置決めすることができ、或いは、放射線源１２及び検出器２２を、テ
ーブル横断方向イメージングのために患者１８の周りに水平に位置決めすることができる
。更にまた、壁スタンド４８がディジタル検出器２２を受け入れるのに適している受入れ
構造５０を含むことができ、且つディジタル検出器２２により画像データを取得すること
ができるように患者１８を壁スタンド４８に隣接して位置決めすることができる。
【００２９】
　一実施形態では、イメージング・システム１０は、図２に大まかに図示し且つ図２につ
いて前に述べたような、固定のＸ線イメージング室内に配置された不動のシステムとする
ことができる。しかしながら、本書で開示する技術がまた、他の実施形態において、可動
のＸ線ユニット及びシステムを含む他のイメージング・システムに用いることができるこ
とが理解されよう。例えば、他の実施形態では、可動のＸ線ユニットは、専用の（すなわ
ち、固定の）Ｘ線イメージング室へ患者を輸送することを必要とせずに患者のイメージン
グを可能にするために、患者回復室、緊急治療室、手術室などに移動させることができる
。
【００３０】
　上記の使用法を念頭において、一実施形態では、自律的イメージャ・サブシステム３０
、検出器サブシステム３２及び／又はワークステーション３６の１つ以上を、前に述べた
ＨＩＳ、ＲＩＳ及び／又はＰＡＣＳのようなネットワーク上にノードとして設けることが
できる。例えば、ワークステーション３６、イメージャ・サブシステム３０及び／又は検
出器サブシステム３２の１つ以上は、それぞれの無線又は有線ネットワーク接続を介して
互いと（又はネットワーク上の他のノードと）動作又は通信することができる。この態様
では、検出器サブシステム３２は、有線又は無線ネットワーク接続を介してイメージャ・
サブシステム３０又はワークステーション３６のいずれかへ取得した画像データを伝送す
ることができる。同様に、ワークステーション３６は、有線又は無線ネットワーク接続を
介してイメージャ・サブシステム３０又は検出器サブシステム３２の一方又は両方と通信
し及び／又はそれらの一方又は両方を制御することができる。同様に、イメージャ・サブ
システム３０は、有線又は無線ネットワーク接続を介してワークステーション３６又は検
出器サブシステム３２と通信することができる。このようなネットワーク接続した実施形
態では、自律的構成要素（例えば、イメージャ・サブシステム３０、検出器サブシステム
３２及びワークステーション３６）は独立に動作することができ、従ってそれらの間で又
は互いから独立したネットワーク上の他の装置と通信することができる。例えば、検出器
２２はネットワーク接続を介して図示のワークステーション３６と通信することができ、
また、所与のイメージング・システム１０内の検出器２２に関連したワークステーション
３６の代わりに又はワークステーション３６に加えて、ネットワーク上の別のワークステ
ーション又はサーバと通信することもできる。
【００３１】
　１つのこのような実施形態では、ワークステーション３６はアプリケーション・サーバ
として（アプリケーション・サーバのハードウエア又は仮想具現化手段のいずれかとして
）機能することができる。このような実施形態では、検出器２２と、ワークステーション
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３６との間、又はネットワーク上の別のそれぞれのサーバとの間の通信により、イメージ
ングのためにイメージング・サブシステム１０で検出器２２を使用している間に、妨げら
れることなくデータ記憶、検出器登録及び場所識別を行うことができる。同様に、イメー
ジャ・サブシステム３０と、ワークステーション３６との間、又はネットワーク上の別の
それぞれのサーバとの間の直接の通信により、特別なアプリケーションのための適当な検
出器２２を決定し、また較正ファイル、ソフトウエア及びファームウエアのアップグレー
ドをイメージャ・サブシステム３０へ転送することが可能になる。
【００３２】
　次に図３について説明すると、一実施形態の分散型ネットワーク・システム６０が示さ
れている。一実施形態では、２つ以上のイメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシ
ステム３２をネットワーク６０上に設けて、アプリケーション・サーバ６２と通信関係に
することができる。各々のイメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシステム３２は
互いから独立に動作できるようにすることができ、従って、本書で述べるように、対にさ
れるイメージャ及び検出器サブシステムの様々な組合せを形成することができる。一実施
形態では、アプリケーション・サーバ６２は、病院情報システム（ＨＩＳ）又は放射線医
学情報システム（ＲＩＳ）のような分散型ネットワーク６８を介してサーバ７０、７２及
び７４と通信関係にすることができる。更にまた、１つ以上の検出器サブシステム３２及
び１つ以上のイメージャ・サブシステム３０と通信することによって、アプリケーション
・サーバ６２は、分散型ネットワーク６８全体にわたって、較正手順及び方法を含む標準
化された画像取得プロトコルを維持することができる。一実施形態では、分散型ネットワ
ーク６８はインターネットへの接続を含み、これにより、例えば、イメージング・システ
ム１０の自律的構成要素への遠隔アクセスを可能にし、遠隔診断及びサービス・アップグ
レードの目的でデータを転送することを可能にする。
【００３３】
　一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２は、どのアプリケーションが利用可能
であり且つ自律的検出器サブシステム３２及びイメージャ・サブシステム３０の任意の所
与の組合せについて有効であるのかを決定することができる。以下により詳しく説明する
ように、アプリケーション・サーバ６２は、ＨＩＳ又はＲＩＳシステムと相互作用して、
手順の予定設定を支援することができる。このような実施形態では、アプリケーション・
サーバ６２は、利用可能な検出器サブシステム３２、イメージャ・サブシステム３０、検
査室又は他の設備、人員、及び／又はアプリケーションを、（ＨＩＳ又はＲＩＳシステム
を介してアプリケーション・サーバへ提示することのできるような）１つ以上の要求され
た手順と整合させるために使用することができる。この態様では、アプリケーション・サ
ーバ６２は、適切なプロパティを備えた検出器サブシステム３２及びイメージャ・サブシ
ステム３０が所与のアプリケーションのために利用可能であり且つ使用されることを保証
することができる。例えば、一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２は、接続さ
れたＨＩＳ又はＲＩＳに予定された手順のリストを問い合わせることができ、次いで予定
された手順のリストに基づいて利用可能な又は既知のイメージャ・サブシステム３０、検
出器サブシステム３２及び／又は他の情報（室、人員及び資格など）を整合させることが
できる。整合させたサブシステム、室、人員などは、次いでネットワークを介して供給し
て、この情報が、ネットワークを介して、検査を遂行する技術者に利用できるようにする
ことができる。この態様では、それぞれの技術者は、手順を遂行する際にどのサブシステ
ムを使用すべきであるかを知ることができ、また、実施形態によっては、手順を遂行すべ
き場所及び時期を知ることができる。例えば、アプリケーション・サーバ６２は、イメー
ジャ／検出器サブシステムの対を生成することができ、次いでこれらの対を検出器ドッキ
ング・ステーション又はワークステーションで表示又は供給して、予定された検査のため
の適切な検出器サブシステム３２を技術者が検索できるようにすることができる。同様に
、アプリケーション・サーバ６２は、選択されたイメージャ・サブシステム３０及び選択
された検出器サブシステム３２に基づいて、選択されたイメージャ／検出器サブシステム
の対を使用して遂行することのできるアプリケーションのリストを供給することができる
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。
【００３４】
　次に図４について説明すると、一実施形態のイメージング・システム１０を、個別の構
成要素、例えば、検出器サブシステム３２と、イメージャ・サブシステム３０と、関連し
たアプリケーション・サーバ６２の構成要素とに関して、より詳細に表すようにブロック
図で示している。イメージング・システム１０の目的は、通常のイメージングの作業に加
えて、イメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシステム３２に関連したデータ及び
情報（これらはアプリケーション・サーバ６２上に常駐させることができる）のような共
用資源に対してアクセスできるようにすることである。
【００３５】
　一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２、又は仮想アプリケーション・サーバ
・パッケージを具現化する適当なコンピューティング・プラットフォームは、システム、
データ、アプリケーション及び電子通信ファイルを記憶することのできる（半導体又は磁
気ディスク駆動装置、光ディスク、或いは他の磁気、半導体又は光媒体のような）１つ以
上の記憶装置９０を含むことができる。（本書で述べるようにアプリケーション・サーバ
を具現化するためのルーチンのような）記憶装置９０に記憶されているアプリケーション
、データ及び／又はルーチンは、処理装置９４によって処理する前にメモリ９２へ転送す
ることができる。アプリケーション・サーバ６２はまた、オペレータがアプリケーション
・サーバ６２上で実行するオペレーティング・システム、仮想サーバ及び／又はアプリケ
ーションと相互作用するのに適している（ＣＲＴ又はＬＣＤ表示スクリーン９６のような
）出力装置を含むか又は該出力装置と通信することができる。
【００３６】
　自律的イメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシステム３２は、ネットワーク配
線１００のような一次ネットワーク構成要素を介して、或いは導電性ワイヤ又は光ファイ
バ・ネットワーク・ケーブルや赤外線又は電波無線接続のような適当なネットワーク通信
を介して、互いと通信するように構成することができる。同様に、自律的イメージャ・サ
ブシステム３０及び自律的検出器サブシステム３２は、それぞれのネットワーク配線１０
２，１０４を介してアプリケーション・サーバ６２と通信するように構成することができ
る。例えば、一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２、イメージャ・サブシステ
ム３０及び検出器サブシステム３２の各々はネットワーク・インターフェース回路（ＮＩ
Ｃ）１１０，１１２，１１４（本書では「インターフェース」とも呼ぶ）を含み、これら
は、それぞれの構成要素と、他のイメージング・システム１０の構成要素をノードとする
ネットワークとの間での通信を可能にする。
【００３７】
　それぞれのＮＩＣ１１０，１１２，１１４は、例えば、イーサーネット、シリアル及び
ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）１２６の接続のような有線通信を支える回路、
並びに８０２．１１規格又はブルートゥース規格によるような無線通信を支える回路を含
むことができる。更に、ＮＩＣ１１０，１１２，１１４は、検出器サブシステム３２とイ
メージャ・サブシステム３０との間の通信を直接に並びにアプリケーション・サーバ６２
により支えることができる。同様に、ＮＩＣ１１０，１１２，１１４は、インターネット
のようなグローバル通信ネットワークを介してイメージング・システム１０の構成要素相
互間の通信を支えることができる。ＮＩＣ１１０，１１２，１１４のいずれか又は全ては
それぞれの装置に関連したマザーボードの一部とすることができ、或いは融通性を最大に
するためにプラグイン・カードにより提供することができる。イメージャ・サブシステム
３０、検出器サブシステム３２及び／又はアプリケーション・サーバ６２は、米国、カリ
フォルニア州、ミルピタス所在のサンディスク社(SanDisk Corporation) から市販されて
いるコンパクトフラッシュ（CompactFlash；登録商標）、同期型ダイナミック・ランダム
・アクセス・メモリ（ＳＤＲＡＭ）、又は他の適当なメモリ構成要素のような、１つ以上
のメモリ構成要素９２，１２０，１２２を含むことができ、また、例えば、長期記憶保管
のためにハードディスク駆動装置のような記憶装置９０，１２４を含むことができる。
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【００３８】
　一実施形態では、検出器サブシステム３２のＮＩＣ回路１１０は、配線１００，１０２
の少なくとも１つを介して検出器サブシステム３２からイメージャ・サブシステム３０又
はアプリケーション・サーバ６２へデータを転送するのを可能にすることができる。一実
施形態では、ＮＩＣ回路１１０は、イメージャ・サブシステム３０との直接の物理的信号
接続に応答する。別の実施形態では、ＮＩＣ回路１１０は、アプリケーション・サーバ６
２を介してのイメージャ・サブシステム３０への信号接続に応答する。一実施形態では、
イメージャ・サブシステム３０は、２つ以上の検出器サブシステム３２からデータを受け
取ることができ、またこれらのデータに基づいて、利用可能な検出器サブシステム３２の
少なくとも１つに対するイメージャ・サブシステム３０の適合性を確認する信号を生成す
ることができる。転送することのできるデータの例としては、限定するものではないが、
機能記述プロパティ、画像データ、テキストデータ、波形データ、ビデオ・データ、音響
データ及び制御信号が挙げられる。
【００３９】
　ネットワーク配線１００，１０２，１０４により、個々の検出器サブシステム３２及び
イメージャ・サブシステム３０上のソフトウエアが、アプリケーション・サーバ６２上の
共用資源にアクセスし、アプリケーション・サーバ６２を介して互いと通信し、及び／又
はアプリケーション・サーバ６２により制御されることが可能になる。例えば、アプリケ
ーション・サーバ６２上のソフトウエアは、システム１０又はネットワーク環境内の共用
資源にアクセスするために線源及び検出器サブシステム上のソフトウエアと協調するよう
に用いることができる。このソフトウエアは、検出器サブシステム３２及びイメージャ・
サブシステム３０がユーザーにとって直接接続されていると思われるように、実施するこ
とができる。
【００４０】
　一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２は、マルチユーザー・オペレーティン
グ・システムを提供するソフトウエアを実行することができる。この場合、そのオペレー
ティング・システムは、シングルユーザー・オペレーティング・システムと区別するとき
、「ネットワーク・オペレーティング・システム」とすることができることが理解されよ
う。このような実施形態では、イメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシステム３
２上のソフトウエアとアプリケーション・サーバ６２上のソフトウエアとは、互いに協調
して、サーバ及び／又はサブシステム上の共用資源にアクセスできるようにすることがで
きる。これは、標準化された「プロトコル」を使用するようにソフトウエアを設計して、
異なる製造販売者が相互運用可能な又は交換可能なイメージャ・サブシステム３０及び／
又は検出器サブシステム３２を供給できるようにすることによって、達成することができ
る。
【００４１】
　一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２が、本書で述べるようなアプリケーシ
ョン・サーバ・ソフトウエアのようなソフトウエアを実行する汎用コンピュータとして設
けることができることが理解されよう。他の実施形態では、アプリケーション・サーバ・
ソフトウエアは仮想コンピュータ上で実行することができ、その仮想コンピュータは、病
院情報システム（ＨＩＳ）、放射線医学情報システム（ＲＩＳ）、画像保管通信システム
（ＰＡＣＳ）などのような、分散型ネットワーク・システム（図３）内で接合することの
できる医療設備内の汎用又は専用コンピュータの一部であってよい。
【００４２】
　ＮＩＣ１１０を利用して、検出器サブシステム３２は、例えば機能記述プロパティ及び
画像データのような関連した情報及びデータを、イメージャ・サブシステム３０及びアプ
リケーション・サーバ６２の一方又は両方へ転送する。ここで、一体化される当該検出器
のために特別に構成された特定のイメージャ・サブシステムと、イメージング・システム
内で物理的に一体化された当該検出器が、機能記述プロパティを転送する能力を有しない
ことが理解されよう。このような場合、一体化された（すなわち、非自律的な）検出器を
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異なるイメージャ・サブシステムに使用するには、イメージング・システムの拡張可能な
構成を必要とする。検出器２２の機能的特性を記述する機能記述プロパティを記憶するた
めに構成されたメモリ１２２及び／又は記憶装置１２４を持つ検出器サブシステム３２は
、イメージャ・サブシステム３０及びアプリケーション・サーバ６２のような他の構成要
素へ機能記述プロパティを転送することができる。アプリケーション・サーバ６２は、検
出器サブシステム３２の機能記述プロパティを受け取って、二重エネルギ・イメージング
能力、トモシンセシス・イメージング能力、単一エネルギ・イメージング能力、マトリク
ス寸法、欠陥のある画素の数及び場所、読出し速度、較正データ、蓄電池電荷、検出器２
２の重量及び大きさ、画像記憶能力、及びイメージングのための使用し易さ等のような機
能記述プロパティに基づいて、検出器サブシステム３２及びイメージャ・サブシステム３
０の組合せの適合性を表す信号を発生する。
【００４３】
　一実施形態では、検出器サブシステム３２は、検出器サブシステム３２によって生成さ
れて転送された画像データを処理して医学的画像を再構成するための適切なハードウエア
、ファームウエア及び／又はソフトウエアを含むディジタルＸ線イメージング・サブシス
テムのようなイメージャ・サブシステム３０へ直接に（受け取った減弱放射線を表す信号
のような）画像データを転送する。代替形態として、検出器サブシステム３２はアプリケ
ーション・サーバ６２へ転送することができ、そこで画像データを医学的画像に構成する
ことができ、又はその後に、画像に構成するために画像データをイメージャ・サブシステ
ム３０へ転送することができ、或いはその後に、記憶又は処理のために画像データをネッ
トワーク上の別のノード（例えば、サーバ又はワークステーション）へ転送することがで
きる。
【００４４】
　一実施形態では、検出器サブシステム３２は、蓄電池残存電荷、温度及び通信リンク帯
域幅のような検出器サブシステム３２の動作状態を試験し且つ決定するための診断回路を
含むことができる。検出器サブシステム３２は、定期的に又は（検査手順中のような）必
要が生じたときに、ネットワーク配線１０２を介してアプリケーション・サーバ６２へ、
或いはネットワーク配線１００を介してイメージャ・サブシステム３０へ、検出器サブシ
ステム３２の動作状態を通知する。この態様では、検出器サブシステム３２が適切に機能
する準備ができていない又は機能できないとき、検査の際のＸ線照射事象を防止すること
ができる。同様に、この態様では、アプリケーション・サーバ６２は、検出器／イメージ
ャ・サブシステムの対を割り当てるとき、保守スケジュール又は要求を生成するとき等に
、検出器サブシステム３２の機能状態を追跡することができる。
【００４５】
　例えば、検出器サブシステム３２の状態及び／又は損傷の評価を、検出器サブシステム
３２への電源をオンにしたとき及び／又は検出器サブシステム３２が検査に使用されてい
る間に行うことができる。１つのこのような実施形態では、１つ以上のスクラブ(scrub) 
画像（例えば、取得されたが記憶されていない暗い又は照明されていない画像）において
識別された不良の画素の場所及び／又は数を、以前に取得されたスクラブ画像において識
別された場所及び／又は数と比較することができる。このような比較は、検出器サブシス
テム３２と関連した不良画素マップを更新するために用いることができ、及び／又は幾分
かの又は全てのアプリケーションでの検出器サブシステム３２の使用を妨げるような検出
器サブシステム３２の不良画素又はデータ線ノイズが限界又は閾値を越えているか否か決
定するために用いることができる。また、不良画素の数の増加は、検出器内での様々な電
気的問題を表すことができる。更に、検出器の故障は、検査シーケンスを進める前にＶｃ
ｏｍ、Ｖｏｎ及び／又はＶｏｆｆのような様々な電圧を監視することによって、検査中又
は検査前に検出することができる。このような不良画素又は電圧情報はまた、本書で説明
するように、アプリケーション・サーバへ供給することができ、そのアプリケーション・
サーバは、検出器サブシステム３２に関連した不良画素又は電圧情報に基づいて、適切な
イメージャ／検出器サブシステムの対などについての勧告を行うことができる。
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【００４６】
　別の実施形態では、検出器サブシステム３２の表面に接触する患者の体温を監視するこ
とができる。１つのこのような実施形態では、患者体温は検出器が患者に接触する場所で
監視し、検出器サブシステム３２及び／又はホスト・コンピュータで表示することができ
る。一実施形態では、温度が閾値に達した場合、検出器サブシステム３２は警告を表示し
又は音で知らせることができ、及び／又はオペレータに適当な警告を行うようにアプリケ
ーション・サーバに通知することができる。別の実施形態では、温度が所与の閾値に達し
た場合、検出器サブシステム３２は自動的に電源を切ることができ、及び／又はイメージ
ャ・サブシステム３０による更なる放射線放出を防止するか又は適切な他のシステム動作
を行うようにアプリケーション・サーバ６２又はイメージャ・サブシステム３０に通知す
ることができる。また別の実施形態では、これらのやり方を組み合わせることができる。
すなわち、温度が第１の閾値を超えたときに警告を発生することができると共に、温度が
第２の閾値を越えたときにイメージング動作を継続できないようにすることができる。こ
のような温度情報は、上述のような適切な動作のために検査中にアプリケーション・サー
バ６２へ供給することができ、及び／又は温度情報は経時的に記憶し又は分析して、検出
器サブシステム３２が患者と接触する場合のアプリケーションのような或る特定のアプリ
ケーションのためのイメージャ／検出器サブシステムの対を生成する際に、検出器サブシ
ステム３２を用いた高い温度についての傾向を考慮できるようにすることができる。
【００４７】
　同様に、無線接続の強さ及び／又は蓄電池残存電荷のような因子を、このような機能を
持つ検出器サブシステム３２のために監視することができる。例えば、蓄電池電荷、無線
信号強度及び／又は通信スループットを、検出器サブシステム３２がそのドッキング・ス
テーション又は他の貯蔵場所から取り外されたときから元に戻されるまで監視することが
できる。可聴及び／又は可視表示器により、これらの測度の内のどれか１つが許容レベル
よりも下がったときに合図を送り、従って、オペレータにその状況を知らせて、オペレー
タに適切な行動を取らせることができる。本書で述べるように、表示をアプリケーション
・サーバ６２にも供給することができ、アプリケーション・サーバ６２は、このような電
荷及び／又は信号強度情報に基づいて、適切なイメージャ／検出器サブシステムの対など
についての勧告を行うことができる。
【００４８】
　更に、他の検出器状態の課題を監視して、それを用いて、現在の又は将来の検査におけ
る検出器サブシステムの使用法を評価することができる。例えば、一実施形態では、検出
器は画像取得の際は単に最大電力にあり、その他の場合は相対的に低い電力設定値に留ま
る。このような実施形態では、画像品質についての電力の過渡状態の影響を除くために、
検出器が検査シーケンス中に記憶可能な画像を取得する前に、検出器サブシステム３２に
よって１つ以上のスクラブを遂行することができる。このようなスクラブ・シーケンスは
、スクラビング中に得られた暗い画像によって、パネルの破損、モジュール固着、ワイヤ
切断などのような課題に関して検出器サブシステム３２の状態を評価するために利用する
ことができる。スクラブ・シーケンスの結果が検出器サブシステム３２に問題があること
を示している場合、患者に対する放射線の不必要な照射を防止するために検査中にユーザ
ーに（視覚的に及び／又は音響的に）通知することができる。更に、アプリケーション・
サーバ６２にその結果を通知することができ、これはイメージャ／検出器サブシステムの
対を生成する際に考慮することができる。
【００４９】
　このような情報は、検出器サブシステム３２に対してイメージャ・サブシステム３０の
機能を決定し、またイメージャ・サブシステム３０が検出器サブシステム３２を利用し続
けることができるか否か、或いは検出器サブシステム３２が修繕又は交換を必要としてい
るか否かを決定するために用いることができる。（例えば、技術者の要求、或いは検出器
サブシステム３２の故障又は停電に起因して）イメージング・サブシステム１０から検出
器サブシステム３２を切り離したとき、新しい検出器サブシステム３２をイメージング・
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サブシステム１０と関連させることができる。
【００５０】
　上記の説明を念頭におくと、異なる自律的イメージャ及び検出器サブシステムを用いて
様々なイメージング・システムの組合せを形成できることが理解されよう。しかしながら
、前に述べたように、線源及び検出器が一緒に使用するために構成され、場合によっては
、物理的に一体化されている伝統的なイメージング・システムでは、イメージング・シス
テムが用いるのに適しているアプリケーションの種類（例えば、Ｘ線透視法、トモシンセ
シス、血管造影法、二重エネルギ・イメージング、小児科用イメージングなど）は一般に
知られていて、変わらない。実際に、イメージング・システムは特定のイメージング・ア
プリケーションを遂行するように設計されたものであってよく、それに対応して検出器及
び線源構成要素が選択される。
【００５１】
　しかしながら、現在の実施形態では、少なくとも異なるイメージャ及び検出器サブシス
テムを組み合わせることが可能であり得る。異なる自律的イメージャ及び検出器サブシス
テムから組み立てられたイメージング・システムが異なるアプリケーションに適している
ことがある限り、所与のイメージャ及び検出器サブシステムが所望のイメージング・アプ
リケーションに適しているか否かを実施者により判定することが望ましいことがある。同
様に、検出器又はイメージャ・サブシステムが許容限界内で動作しているか否か及び／又
はルーチンの保守又はアップグレードを受け取ったか否かを実施者により判定することが
望ましいことがある。これらの因子を念頭において、一実施形態では、実施者が所与のア
プリケーションのためのイメージャ及び検出器サブシステムの特定の組合せの適切性を決
定し又は所与のアプリケーションのための線源及び検出器サブシステムの特定の組合せを
勧告することさえもできるようにするアプリケーション・サーバ６２が提供される。
【００５２】
　例えば、ここで図５を参照すると、ユーザーが使用のために検出器サブシステム３２及
びイメージャ・サブシステム３０を選択した方法１４０が示されている。１つのこのよう
な実施形態では、ユーザーは検査のために可搬型検出器２２を選択することができ、また
イメージャ・サブシステム３０を収容している検査室の中へ該検出器２２を持ち込むこと
ができる。検査室の中へ持ち込んだ後、ユーザーは検出器サブシステム３２及びイメージ
ャ・サブシステム３０の両方を作動又は登録することができ、その結果、検出器サブシス
テム３２及びイメージャ・サブシステム３０と有線又は無線通信関係にあるアプリケーシ
ョン・サーバは、これらのシステムが組み合わされ（ブロック１４４）且つイメージング
・システム１０として一緒に用いられようとしていることを認識する。一実施形態では、
これは、イメージャ・サブシステム３０が据え付けられていると知られている室内にある
検出器２２をターンオンすることによって達成することができ、すなわち、室内の検出器
２２の作動は、検出器２２及びイメージャ・サブシステム３０が一緒に使用されようとし
ていることを表すのに充分である。別の実施形態では、ユーザーは、本書で述べるように
、アプリケーション・サーバ６２によって供給されたそれぞれのインターフェース・スク
リーンから所望の検出器サブシステム３２及びイメージャ・サブシステム３０を選択して
、イメージング・システム１０として使用するための選択された検出器サブシステム３２
及びイメージャ・サブシステム３０の組合せを指示することができる。
【００５３】
　図５には、ユーザーが選択された検出器サブシステム３２の電源をオンにする実施形態
が示されており、検出器サブシステム３２は、検出器起動処理の一部として電源オン自己
試験（ＰＯＳＴ）を実行する（ブロック１４６）。ＰＯＳＴの一部として、検出器は、不
良画素についての点検などのような様々な診断処理を遂行することができ、及び／又は検
出器サブシステム３２の機能記述、例えば、寸法、画素数及び密度、読出し速度などを生
成することができる。ＰＯＳＴの結果は、検出器サブシステム３２とネットワーク通信関
係にあるアプリケーション・サーバ６２（図３及び図４）へ供給することができる（ブロ
ック１４８）。アプリケーション・サーバ６２は、イメージャ・サブシステム自身からイ
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メージャ・サブシステム３０の機能記述を引き出すことができ（ブロック１５０）、或い
はアプリケーション・サーバ６２内にある又はアプリケーション・サーバ６２によってア
クセス可能であるデータ記憶装置からこのような情報を検索することができる。
【００５４】
　選択されたイメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシステム３２の機能プロパテ
ィに基づいて、アプリケーション・サーバ６２は、イメージャ・サブシステム３０及び検
出器サブシステム３２の当該組合せを用いてどの種類の放射線アプリケーション（例えば
、Ｘ線透視法、トモシンセシス、二重エネルギ・イメージング、小児科用イメージングな
ど）を遂行することができるか決定することができる。次いで、イメージャ・サブシステ
ム３０及び検出器サブシステム３２の当該組合せに適したアプリケーションのリストをユ
ーザーへ提供する（例えば、表示する）ことができ（ブロック１５２）、次いでユーザー
は、イメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシステム３２の当該組合せが適切であ
るか否か決定することができる。
【００５５】
　一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２は、アプリケーション・サーバ６２に
よってアクセス可能であるライセンス・サーバ１５６に問合せを行うことができる（ブロ
ック１５４）。このような実施形態では、ライセンス・サーバ１５６は、施設又はユーザ
ーが所与のアプリケーションを（同時に又は所与の期間内に）遂行しなければならないか
もしれないライセンスの数を追跡することができ、或いはどの装置（１つ又は複数）を用
いると所与のアプリケーションを遂行することができるかを追跡することができる。例え
ば、施設は、３つ以下のＸ線透視検査を同時に遂行するように、又は所与の一日（又は他
の期間）内に２０以下のＸ線透視検査を遂行するように、又は特定の検出器、イメージャ
、又は検出器／イメージャの組合せによりＸ線透視検査を単に遂行するように限定するこ
とができる。一実施形態では、ライセンス・サーバ１５６はライセンス付与されたアプリ
ケーションを遂行する回数を記録することができ、またライセンス付与されたアプリケー
ションの実際の遂行に基づいてライセンシーに金銭的請求を行うことができる。このよう
な実施形態では、異なる価格尺度を用いることができ、例えば、最初の１００事例につい
ては料金率ｘで金銭的請求を行うのに対して、次の１００事例には料金率ｙで金銭的請求
を行うようにすることができる。これらの例では、アプリケーション・サーバ６２はライ
センス・サーバ１５６に問合せを行って、問合せ時に遂行すべきどんなアプリケーション
を選択された検出器サブシステム３２及びイメージャ・サブシステム３０にライセンス付
与できるのか決定することができる。ライセンス・サーバ問合せの結果は検出器及びイメ
ージャ・サブシステムの機能情報と組み合わせて（ブロック１５８）、選択された検出器
サブシステム３２及びイメージャ・サブシステム３０を用いてその時に遂行することので
きる利用可能なアプリケーションを決定し且つ表示することができる。このような実施形
態では、ライセンス付与されたアプリケーションは、指定されたシステムに限定されるの
ではなく、全ての能力のある検出器及び／又はイメージャ・サブシステムで遂行すること
ができ、その場合、ライセンス・サーバ１５６は、確実に施設又はユーザーがライセンス
契約を順守するように作用する。理解されるように、ライセンス・サーバ１５６はまた試
験的ライセンス契約を管理するように用いることができ、該ライセンス契約では、ライセ
ンシーはライセンス付与されたアプリケーションを限られた時間の間だけ又は限られた使
用回数だけ遂行する権利が与えられる。
【００５６】
　図５には、どの検出器サブシステム３２及びイメージャ・サブシステム３０が選択され
たのかに基づいて可能性のあるアプリケーションのリストを生成する一実施形態の例を示
している。この例では、ユーザーはリストを検討して、選択された検出器サブシステム３
２及びイメージャ・サブシステム３０を使用して遂行すべき利用可能なアプリケーション
を選択することができ、或いは選択された検出器サブシステム３２及びイメージャ・サブ
システム３０が所望のアプリケーションを遂行するのに適しているか決定することができ
る。検出器サブシステム３２及びイメージャ・サブシステム３０の組合せが所望のアプリ
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ケーションに適している場合、ユーザーは次に進むことができる。選択された検出器サブ
システム３２及びイメージャ・サブシステム３０が所望のアプリケーションを遂行するの
に適していない場合、ユーザーはそのアプリケーションのために異なる検出器サブシステ
ム３２又はイメージャ・サブシステム３０を選択することができる。
【００５７】
　一例として、ユーザーは自律的検出器サブシステム３２を選択することができ、且つ所
与のアプリケーションに対する該選択された検出器サブシステム３２の適切性を決定する
ことを希望することができる。この例では、選択された検出器の特有の能力により、その
アプリケーションに対する検出器サブシステム３２の適切性を決定することができる。具
体的に述べると、検出器サブシステムが特定のイメージャ・システムと物理的に結合され
ていて、特定のアプリケーションのために使用される場合、検出器設計及び品質制御は、
検出器について一様な最小限の品質を保証するように方向付けることができる。すなわち
、検出器の全ての領域が、単一の種類のアプリケーション及び／又は仕事を単一のイメー
ジャ・サブシステムにより遂行するのに充分であることを必要とすることがある。異なる
アプリケーションのために異なるイメージャ・サブシステムと組み合わせることのできる
自律的検出器サブシステムでは、このことは当てはまらないことがある。例えば、小児科
用イメージングのようなアプリケーションは、低線量イメージングに適した低ノイズ・プ
ロパティを持つ検出器を必要とすることがある。逆に、多数の不良画素又は不良画素クラ
スタを持つ検出器は、或る特定のアプリケーションに適していないことがあるが、他のア
プリケーションには適していることがある。一例として、その周縁近くに不良画素クラス
タを持つ検出器は、（有用な画像が画像周縁まで延在することがある）胸部イメージング
に使用できないことがあるが、関心のある領域が典型的に検出器の中央にある四肢イメー
ジングには適していることがある。従って、特定の実施形態では、アプリケーション・サ
ーバ６２は、どの検出器が所与のアプリケーションに最も適しているのか及び／又はどの
検出器がそのアプリケーションに適していないのかを決定することができ、またこの決定
に基づいて結果をユーザーへ戻すことができる。この実施形態では、アプリケーション・
サーバ６２は、利用可能であり且つ本質的にアプリケーションを遂行する能力を持つ検出
器サブシステム３２に基づいて、そのアプリケーションを遂行するのに適していない検出
器又は単にそのアプリケーションを遂行するのに充分であるが最適ではない検出器とは異
なり、そのアプリケーションに最も適している検出器を決定することができる。
【００５８】
　次に図６について説明すると、別の方法１６０に従って、ユーザーは所望のアプリケー
ション１７２（例えば、トモシンセシス、Ｘ線透視法、二重エネルギ、小児科用イメージ
ングなど）に基づいてアプリケーション・サーバ６２に問合せを行うことができる（ブロ
ック１７０）。実施形態によっては、ユーザーは検出器サブシステム３２又はイメージャ
・サブシステム３０を指定することができない。他の実施形態では、ユーザーはまた検出
器サブシステム３２又はイメージャ・サブシステム３０の一方及び両方を指定することが
できる。
【００５９】
　所望のアプリケーション１７２及び／又は指定されたイメージャ又は検出器サブシステ
ムに基づいて、アプリケーション・サーバ６２は、１つ以上のデータベース、ルックアッ
プ・テーブル、又は他のデータ記憶装置にアクセスして、所望のアプリケーション１７２
を遂行するのに適している検出器サブシステム３２及び／又はイメージャ・サブシステム
３０のどんな組合せ１７６が利用可能であるかを決定することができる。これらの組合せ
は、適当な組合せのリストを表示する（ブロック１７８）こと等によってユーザーに提供
することができ、次いで、ユーザーは、アプリケーション１７２を遂行することのできる
利用可能な検出器サブシステム３２及び／又はイメージャ・サブシステム３０を選択する
ことができる。
【００６０】
　例えば、一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２はイメージャ・サブシステム
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３０のリスト１８２及び／又は検出器サブシステム３２のリスト１８４に問合せを行うこ
とができ、それらの使用はアプリケーション・サーバ６２によって管理される。これらの
リスト１８２、１８４は、それぞれのイメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシス
テム３２について、アプリケーション１７２を遂行するのに適していないイメージャ・サ
ブシステム３０及び検出器サブシステム３２を除外することができるような情報（例えば
、機能的又は物理的プロパティ）を含むことができる。
【００６１】
　例えば、アプリケーション１７２がＸ線透視アプリケーションである場合、Ｘ線透視を
遂行するのに適したイメージャ・サブシステム３０及び検出器サブシステム３２のみが選
出される。この例では、検出器サブシステム３２のリスト１８４は、各々の列挙された検
出器サブシステム３２について、検出器サブシステム３２が実時間イメージャ又はＸ線透
視イメージングを可能にするような高フレーム速度の読出し及び／又は低ノイズの能力を
持っているか否かを表している検索可能なフィールド又は他のプロパティ情報を含むこと
ができる。このような高速画像読出しを行えない検出器サブシステム３２は、アプリケー
ション１７２がＸ線透視アプリケーションのようにこのような高速の読み出を要求した場
合、アプリケーション・サーバ６２によって選択されない。リスト１８４内に維持するこ
とのできる検出器サブシステム・プロパティの別の例は、検出器サブシステム３２がトモ
シンセシス（すなわち、限られた角度範囲にわたって複数の画像を取得すること）に対処
するために画像読出し及び記憶の能力を持っているか否かである。他の検出器サブシステ
ム・プロパティとしては、限定するものではないが、検出器の画素密度、検出器の寸法又
は大きさ、検出器が検出することのできる波長、二重エネルギ・イメージングに対する検
出器の適切性、不良画素マップ、保守、較正、及び更新履歴などを挙げることができる。
イメージャ・サブシステム・プロパティ・リスト１８２内に維持することのできるイメー
ジャ・サブシステム３０のプロパティの例としては、限定するものではないが、画像ポス
ティングを可能にするための線源（例えば、Ｘ線管）のアンギュレーション、トモシンセ
シス取得を可能にするための線源の平行移動及びアンギュレーション、二重エネルギ・イ
メージングに対する線源の適切性（例えば、線源のｋＶｐ切換え時間の適切性）、Ｘ線透
視に対する線源の適切性、保守、較正、及び更新履歴などを挙げることができる。リスト
１８２、１８４に記憶されているプロパティは、新しい検出器サブシステム３２又はイメ
ージャ・サブシステム３０がネットワークに追加される度毎に、又はサブシステムがプロ
パティの変更後に起動し及び／又はネットワークと通信する度毎に、或いは任意の他の適
当な構成において、更新することができる。
【００６２】
　理解されるように、ユーザーがイメージャ・サブシステム３０又は検出器サブシステム
３２をアプリケーション１７２と共に指定することができる限り、イメージャ・サブシス
テム・プロパティ・リスト１８２又は検出器サブシステム・プロパティ・リスト１８４の
内の唯１つのみをアプリケーション・サーバによって探索することができる。例えば、ユ
ーザーがアプリケーション１７２を遂行する際に用いるべきイメージャ・サブシステム３
０を指定した場合、アプリケーション・サーバ６２は単に利用可能な検出器サブシステム
３２のリスト１８４を探索して、指定されたイメージャ・サブシステム３０に関連してど
のサブシステムがアプリケーション１７２を遂行するのに適しているかを決定することが
できる。
【００６３】
　利用可能な検出器サブシステム３２、イメージャ・サブシステム３０、並びに／又は利
用可能な検出器及びイメージャ・サブシステム３２、３０の組合せの内のいずれもが指定
されたアプリケーション１７２を遂行するのに適していない場合、アプリケーション・サ
ーバ６２は、アプリケーション・サーバ６２に知られているイメージャ・サブシステム３
０又は検出器サブシステム３２によってアプリケーション１７２を遂行できないことを、
ユーザーに通知することができる。例えば、ユーザーが単にアプリケーション１７２を指
定し、且つアプリケーション・サーバ６２により、イメージャ及び検出器サブシステムの
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どの組合せも該アプリケーション１７２を遂行するのに適していないと決定された場合、
アプリケーション・サーバ６２は、該アプリケーション・サーバにとって利用可能なイメ
ージャ及び検出器サブシステムのいずれの組合せを用いてもアプリケーション１７２を遂
行できないことを、ユーザーに通知することができる。ユーザーがアプリケーション１７
２と共にイメージャ又は検出器サブシステムを指定したが、アプリケーション・サーバ６
２がプリケーション１７２を遂行するために該指定されたサブシステムシステムと対応す
る検出器又はイメージャ・サブシステムを整合させることができない場合、アプリケーシ
ョン・サーバは、指定されたイメージャ又は検出器及び所望のアプリケーションに基づい
て、アプリケーション１７２を遂行するのに適した、それと対をなす他方の検出器又はイ
メージャ・サブシステムが利用可能でないことを、ユーザーに通知することができる。こ
のような例では、ユーザーはそのとき、アプリケーション・サーバ６２を特定のイメージ
ャ又は検出器サブシステムに拘束しないように選ぶことができ、或いはその後の検索で異
なるイメージャ又は検出器サブシステムを指定することができる。
【００６４】
　一実施形態では、アプリケーション・サーバ６２はまた、指定されたアプリケーション
１７２を遂行するためにどんなサブシステムが利用可能であるかを決定する際にユーザー
によってライセンス付与されたアプリケーションを追跡するライセンス・サーバ１５６に
問合せを行うことができる。例えば、或る特定のアプリケーション１７２について、その
サイトは、ライセンス契約によって、或る特定の数のライセンス付与されたアプリケーシ
ョンを所与の時間枠（時、日、週、月、年など）内に遂行することのみに制限することが
でき、或いは或る特定の数のライセンス付与されたアプリケーションのみを一度に、すな
わち同時に遂行するように拘束することができる。この代わりに、本書で述べたように、
ライセンス・サーバ１５６はまた、ライセンシーがアプリケーション１７２の遂行後に使
用一回当りで支払いを行うように、ライセンス付与されたアプリケーションが遂行された
回数を追跡することができる。ライセンスを条件としているが、（購入又は更新されてい
ないことに起因して、又は試行期間の終了に起因して、或いはライセンス契約の範囲外で
あることに起因して、例えば、過剰な数のライセンス付与されたアプリケーションが既に
遂行されているか又は遂行されようとしていることに起因して）ライセンスが得られない
アプリケーション１７２を遂行することがユーザーにより要求されている場合、アプリケ
ーション・サーバ６２は、ライセンスの対価に起因してアプリケーション１７２を遂行で
きないことを、ユーザーに通知することができる。しかしながら、アプリケーションがラ
イセンス契約の範囲内にある場合、このような通知は何ら行われず、その代わりに、ユー
ザーには所望のアプリケーション１７２を遂行するのに適した検出器サブシステム３２及
びイメージャ・サブシステム３０の組合せを提供することができる。
【００６５】
　別の実施形態では、アプリケーション・サーバ６２はまた、予定設定カレンダ１８６又
は他の資源管理データ記憶装置に問合せを行うことができる。このような実施形態では、
予定設定カレンダ１８６は、個々のイメージャ・サブシステム３０、検出器サブシステム
３２、検査室、コンピュータ又は処理資源、放射線科医師又は技師などの利用可能性につ
いての情報を含むことができる。更に、一実施形態では、予定設定カレンダ１８６は、予
定された較正、保守及び／又はアップグレードの遂行に基づいて検出器又はイメージャ・
サブシステムの利用可能性又は適切性を動的に決定することができるような、較正、アッ
プグレード及び／又は他の保守情報を含むことができる。従って、アプリケーション１７
２が所与の日又は時間に計画され得る限り、予定設定カレンダ１８６は、指定された時間
に利用可能であるイメージャ・サブシステム３０又は検出器サブシステム３２のみのリス
トを作成するために用いることのできる情報を、アプリケーション・サーバ６２へ供給す
ることができる。同様に、指定されたアプリケーション１７２を、或る特定の資格を持っ
ている又は実習している放射線科医師又は技師によって遂行すべきである限り、又は特定
のイメージャ及び／又は検出器サブシステムを或る特定の人員によってのみ用いることが
できる限り、適当なイメージャ及び検出器サブシステムの組合せ１７６を導く際に用いる
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ためにアプリケーション・サーバ６２へ資格のある人員の予定（スケジュール）を供給す
ることができる。同様に、適当なイメージャ・サブシステム３０、検出器サブシステム３
２及び／又は資格のある人員が予定の時間に利用できない場合、アプリケーション・サー
バ６２はこの情報をユーザーに供給することができる。
【００６６】
　上記のことを念頭におくと、様々な機能が、異なる具現化手段内のアプリケーション・
サーバ６２によって提供され得ることが理解されよう。例えば、アプリケーション・サー
バ６２を用いて、本書で述べたように自律的イメージング・システム構成要素（すなわち
、サブシステム）を記録し、追跡し、監視するために、設備又は施設（例えば、病院、診
療所、大学など）に対して資源管理基盤を提供することができる。また、アプリケーショ
ン・サーバ６２は、ユーザーが、自律的イメージング・サブシステムによって遂行するこ
とのできるアプリケーションに基づいて様々な問合せを行うことができ、又は所望のアプ
リケーションを遂行するために用いることのできる利用可能なイメージング・サブシステ
ムを識別することができるようにすることができる。更に、アプリケーション・サーバ６
２は、所望の放射線アプリケーションと、自律的検出器サブシステム又は自律的イメージ
ャ・サブシステムに関連した資格、較正、能力、及び能力変更についての現在及び過去の
状態とに基づいて、記録、追跡、監視及び／又は問合せを行えるようにすることができる
。同様に、アプリケーション・サーバ６２は、所望の放射線アプリケーションと、利用可
能なライセンス、部屋又は人員の利用可能性、人員の資格などとに基づいて、記録、追跡
、監視及び／又は問合せを行えるようにすることができる。同様に、前に述べたように、
選択されたアプリケーション及び／又はイメージング・システム構成要素に基づいたアド
・ホックな問合せに加えて、アプリケーション・サーバ６２はまた、イメージャ及び／又
は検出器サブシステムの状態、利用可能性、保守又は較正の必要性、性能の変更などにつ
いての定期的な報告を生成するために用いることができる。
【００６７】
　理解されるように、アプリケーション・サーバ６２は、本書で述べたように、、イメー
ジャ及び検出器サブシステムの所与の組合せが遂行できないアプリケーション１７２を、
ユーザーが遂行するのを防止することができる。この方法では、アプリケーション・サー
バ６２は、不適切な検出器又はイメージャが用いられていることに起因して有用なデータ
を生じないような照射事象を防止することによって、患者に対する偶発的な又は不必要な
照射を防止することができる。例えば、ユーザーがトモシンセシス・アプリケーションを
遂行することを望んだ場合、アプリケーション・サーバ６２は、ユーザーが適切なイメー
ジャ・サブシステム３０と不適切な検出器サブシステム３２（例えば、トモシンセシスの
ための読出し速度が適切でない、又はトモシンセシス・イメージング動作のために規定さ
れた数の画像を記憶し且つ伝送するためのメモリが不充分であるような検出器サブシステ
ム２３）とを組み合わせることを防止することができる。このような例では、アプリケー
ション・サーバ６２は、検出器／イメージャ・サブシステムの組合せを容認可能な組合せ
としてリストに載せることはできず、可聴又は可視表示器を用いて該組合せの不適切性を
ユーザーに警告することができ、及び／又は不適切なイメージャ／検出器サブシステムの
組合せによる照射が作動されるのを防止すること（例えば、イメージャが不適切な検出器
と組み合わされた時に放射線を放出するのを防止すること）ができる。一実施形態では、
アプリケーション・サーバ６２はまた、イメージャ／検出器サブシステムの不適正な組合
せに起因して又は他の因子に起因してアプリケーションの実施が防止された事例を記録し
、追跡し、及び／又は報告することができる。
【００６８】
　理解されるように、アプリケーション・サーバ６２及び／又はライセンス・サーバ１５
６は、本書で述べたように、様々なやり方で具現化することができる。例えば、一実施形
態では、アプリケーション・サーバ６２又はライセンス・サーバは、ネットワーク基盤を
介して検出器サブシステム３２及び／又はイメージャ・サブシステム３０と通信するよう
にネットワーク接続された専用のハードウエアを利用する別個の異なるサーバとして具現
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化することができる。同様に、アプリケーション・サーバ６２又はライセンス・サーバ１
５６は、ＨＩＳ又はＲＩＳの既存の装置（例えば、サーバ、ワークステーション、ドッキ
ング・ステーション、検出器サブシステム、イメージャ・サブシステム）上で動作するソ
フトウエア・アプリケーションとして具現化される仮想サーバとして設けることができる
。この代わりに、アプリケーション・サーバ６２又はライセンス・サーバは、分散した態
様で具現化することができ、その場合、アプリケーション・サーバ６２又はライセンス・
サーバ１５６の様々な面が、ネットワーク上の異なる装置（例えば、サーバ、ワークステ
ーション、ドッキング・ステーション、検出器サブシステム、イメージャ・サブシステム
）上で同時に実行される。
【００６９】
　本発明の一実施形態は、コンピュータ具現化プロセス及びそれらのプロセスを実施する
装置の形で具体化することができる。本発明の様々な実施形態はまた、（フレキシブル・
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードディスク・ドライブ、ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル
・バス）ドライブ、又は任意の他のコンピュータ読取り可能な記憶媒体のような）有形媒
体で具体化される命令を含むコンピュータ・プログラム・コードを持つコンピュータ・プ
ログラム製品の形で具体化することができ、この場合、コンピュータ・プログラム・コー
ドがコンピュータに装入されてコンピュータによって実行されるとき、そのコンピュータ
は本発明を実施する装置となる。本発明の様々な実施形態はまた、例えば、記憶媒体に記
憶されるか、コンピュータに装入され及び／又はコンピュータによって実行されるか、或
いは何らかの伝送媒体を介して（例えば、電気配線又はケーブルを介して、又は光ファイ
バを介して、或いは電磁放射を介して）伝送されるかどうかに拘わらず、コンピュータ・
プログラム・コードの形で具体化することができ、この場合、コンピュータ・プログラム
・コードがコンピュータに装入されてコンピュータによって実行されるとき、そのコンピ
ュータは本発明を実施する装置となる。コンピュータ・プログラム・コード・セグメント
は、汎用マイクロプロセッサで具現化されるとき、特定の論理回路を生成するようにマイ
クロプロセッサを構成する。実行可能な命令の技術的効果は、互いに独立であって且つネ
ットワーク上のアプリケーション・サーバと結合した互換性のモジュール式検出器サブシ
ステム及びモジュール式イメージャ・サブシステムの使用を可能にすることである。
【００７０】
　本発明の技術的効果は、検出器及び／又はイメージャが自律的に動作する状況では検査
シーケンス中又は検査シーケンスの前に検出器又はイメージャのエラーを検出し通知する
ことを含む。更に、本発明の技術的効果は、自律的検出器及びイメージャ・サブシステム
の異なる組合せを用いて遂行することのできるアプリケーションのリストを生成すること
、又はその逆に、指定されたアプリケーションを遂行するために利用できるイメージャ及
び検出器サブシステムの組合せのリストを生成することを含む。本発明の別の技術的効果
は、アプリケーション・サーバと結合したネットワーク環境内で自律的検出器及びイメー
ジャ・サブシステムを使用することを含み、この場合、イメージャ・サブシステム、検出
器サブシステム及び／又はアプリケーション・サーバがネットワーク上でノードとして通
信する。
【００７１】
　本発明の特定の特徴のみを例示し説明したが、当業者には種々の修正および変更をなし
得よう。従って、「特許請求の範囲」の記載が、本発明の真の精神内にあるこの様な全て
の修正および変更を包含するものとして記載してあることを理解されたい。
【符号の説明】
【００７２】
　１０　イメージング・システム
　１２　Ｘ線源
　１４　コリメータ
　１６　放射線流
　１８　患者
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　２０　放射線部分
　２２　検出器
　３０　イメージャ・サブシステム
　３２　検出器サブシステム
　４２　支持アーム
　４４　患者テーブル
　４６　スロット
　４８　壁スタンド
　５０　受入れ構造
　６０　分散型ネットワーク・システム
　６８　分散型ネットワーク
　１００　ネットワーク配線
　１０２　ネットワーク配線
　１０４　ネットワーク配線
　１１０　ネットワーク・インターフェース回路（ＮＩＣ）
　１１２　ネットワーク・インターフェース回路（ＮＩＣ）
　１１４　ネットワーク・インターフェース回路（ＮＩＣ）
　１４０　方法
　１５８　組合せブロック
　１６０　方法

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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